
 

 

 

 

 

緑緑区区内内のの郵郵便便局局とと土土木木事事務務所所がが  

道道路路損損傷傷等等にに関関すするる協協定定をを締締結結ししままししたた！！ 

 

 

 

 

 

１ 協定の内容 

(1)  目的 

郵便局員及びゆうちょ銀行員から土木事務所への報告により、道路・河川・公園施設の不具

合の早期発見を図り、市民の安全・安心に資すること。 

(2)  報告者 

緑区内全 10 郵便局及びゆうちょ銀行横浜緑店の全社員 

(3)  主な報告内容 

道路・河川・公園施設などの不具合箇所や不法投棄の箇所等 

(4)  報告方法 

所定の様式を用いたＦＡＸ送信・電話のほか、スマートフォンなどのカメラ付き携帯電話から

写真付きの電子メールを送付する方法等としています。 

 

２ 協定を締結した日時・場所・出席者 

(1) 日時：令和 2 年 10 月 26 日（月） 14 時から 14 時 30 分 

(2) 場所：緑区役所 ４階４Ａ会議室（緑区寺山町 118 番地） 

(3) 出席者 

ア 郵便局及びゆうちょ銀行 

長津田郵便局長、緑郵便局長、ゆうちょ銀行横浜緑店店長、横浜十日市場郵便局長、 

横浜霧が丘郵便局長、南関東支社地域連携担当部長、横浜台村郵便局長、 長津田駅北口 
郵便局長、横浜白山郵便局長、地方公共団体推進担当 

イ 緑土木事務所 

所長、副所長 

 

３ 協定に基づく取組の開始日 

令和２年 11 月１日（日） 

お問合せ先 

緑区緑土木事務所副所長    川崎 哲治  Tel 045-981-2100 

郵便局地方公共団体推進担当  金子 浩之  Tel 045-985-9585 

        裏面あり 

令 和 ２ 年 1 0 月 2 8 日 
緑 区 緑 土 木 事 務 所 
緑区内全郵便局及びゆうちょ銀行横浜緑店 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

このたび、緑区内全 10 郵便局及びゆうちょ銀行横浜緑店と緑土木事務所は、郵便局員及

びゆうちょ銀行員が勤務中に発見した道路施設の不具合などを、土木事務所に報告する

協定を締結しました。 



４ 協定を締結した緑区内の郵便局及びゆうちょ銀行一覧 
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№ 局  名 、 店  名 所 在 地 局  長 、 店 長 

１ 長津田郵便局 緑区長津田６－７－１ 局長 野澤 裕行 

２ 緑郵便局  緑区中山４－32－30 局長 西入 厚信  

３ 横浜台村郵便局 緑区台村町 348－１ 局長 岩佐 大樹  

４ 横浜十日市場郵便局 緑区十日市場町 1358－３ 局長 清水 貴雄  

５ 鴨居駅前郵便局 緑区鴨居４－１－14 局長 小原 伸士  

６ 横浜竹山郵便局 緑区竹山３－１－８ 局長 望月 孝司  

７ 横浜霧が丘郵便局 緑区霧が丘３－26－２ ２－101 局長 小川 美幸  

８ 横浜東本郷郵便局 緑区東本郷３－23－１ 局長 井上 一郎  

９ 横浜白山郵便局 緑区白山２－40－５ 局長 佐久間 淳一  

10 長津田駅北口郵便局 緑区長津田２－１－１ 局長 石堂 渉  

11 ゆうちょ銀行横浜緑店 緑区中山４－32－30 店長 谷井 真理子  

 

５ 協定書を取り交わした様子 

 

 

写真データの提供等を希望される場合は、下記担当までご連絡ください。 

緑区緑土木事務所／045-981-2100 


